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さいたま市不適正事務処理に関するプロジェクトチーム 

中間報告書を作成しました 

 
 令和３年１月２９日（金）に桜区福祉課で覚知した生活保護費の不正支出につい

て、さいたま市不適正事務処理に関するプロジェクトチームにおいて、原因の調査、

課題等の整理及び再発防止策の検討を行った結果を中間報告書として取りまとめまし

たのでご報告いたします。 
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